
PPP/PFIの現状と新たな展開

2024年3月28日

日本銀行 金融機構局

金融高度化センター 企画役

北 村 佳 之

Bank of Japan

地域活性化ワークショップ 第7回
「公民連携事業（PPP/PFI）の推進に向けた地域金融機関の取り組み」

導入報告資料



目 次

Ⅰ．はじめに

Ⅱ．PPP/PFIに対する社会的ニーズ

Ⅲ．PFIの事業方式

Ⅳ．ＰＰＰ/PFIの推進に向けた国の取り組み

Ⅴ．PFI事業の論点

Ⅵ．PPP/PFI事業における地域金融機関の役割

2



3

日本銀行と金融機関との「3つのチャネル」

金融機構局
（金融システムの安定確保を担う）
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０．講師の紹介
① 2014年12月

金融高度化セミナー 「公民連携ファイナンスの展開－PFI・
PPP等への取組み－」を開催

② 2015年3月～

「PFI・PPPに関する地域ワークショップ」を連続開催（21市にて
開催）

③ 2015年12月～

国土交通省・内閣府 「官民連携事業の推進のための地方ブ
ロックプラットフォーム」（全国9ブロック）に参加

 毎年開催される「PPP/PFI推進首長会議」にコメンテー
ターとして定例出席

金融高度化センターのPPP/PFIへの関わり



Ⅱ．PPP/PFIに対する社会的ニーズ

１．社会資本の維持・更新需要の増加

２．地方公共団体における技術系職員の減少

３．財政環境の変化

４．PPP/PFIに対する社会的ニーズ
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（出所）内閣府 民間資金等活用事業推進室 PFI推進委員会 事業推進部会 第12回 資料「分野横断型・複数施設型及び広域型のPPP/PFIの推進
について」（2024年1月31日）

１．社会資本の維持・更新需要の増加
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（出所）国土交通省ホームページ「下水道の維持管理」

処理場（下水道）の年度別供用箇所数（21年末現在）
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出所：国土交通省 国土審議会 計画部会 第19回 資料「国土形成計画（全国計画）関連データ集」（2023年5月26日）

市町村における職員数の推移（市町村全体、土木部門）

２．地方公共団体における技術系職員の減少
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出所：国土交通省 国土審議会 計画部会 第19回 資料「国土形成計画（全国計画）関連データ集」（2023年5月26日）
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３．財政環境の変化

 公的債務残高（中央政府＋地方政府）の対GDP比は、主
要先進国の中で最も高い状態にある。

 地方交付税制度などの影響により、地方公共団体の債務
水準は、国と比べれば、低位にとどまっているが、今後、少子
化・高齢化を受けて、財政状況の厳しさが増すことが予想さ
れる。

 また、気候変動の影響等から、雨量が増加傾向にあるほか、
国の想定によると、大規模地震災害の発生確率が高い地域
（南海トラフなど）もみられており、今後、復旧・復興費の増加
も懸念される。



３．金融とは？
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債務残高の国際比較（対GDP比）

出所：財務省 「日本の財政関係資料」（2023年10月）



３．金融とは？
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わが国人口の長期的推移

出所：国土交通省 国土審議会 計画部会 第19回 資料「国土形成計画（全国計画）関連データ集」（2023年5月26日）
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公 共

金融機関企 業

インフラ維持管理・更新費用の圧縮

融資機会の増加事業機会の創出

４．ＰPP/ＰFIに対する社会的ニーズ

地域経済の活性化を通じた
営業基盤の維持・強化

職員不足への対応（最新技術の導入を含む）

民間ノウハウを活用した地域課題の解決

長期事業による収益安定化
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 PFI（Private Finance Initiative）

 「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に
関する法律（平成十一年法律第百十七号）」に基づき、「特定
事業の選定」を受けた事業を指す。

 PPP（Public Private Partnership）

 PFI以外の公民連携事業を指し、多様な事業が含まれる。

 DBO（Design Build Operate）

 地方公共団体が建設請負契約と運営委託契約を同タイミン
グで事業者に個別発注する方式であり（PPPに含まれる）、地
方公共団体が起債や交付金などにより所要資金を調達する。

４．ＰPP/ＰFIに対する社会的ニーズ
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（出所）内閣府 民間資金等活用事業推進室 「PFI事業の概要」（2023年7月5日）



Ⅲ．PFIの事業方式

１．PFIの分野別実績

２．PFIの事業スキーム

３．VFMの考え方

４．PFIの発注方式

５．PFIの実施状況

６．PPPへの取り組み

７．PPP/PFI事業への新手法の導入

16
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１．PFIの分野別実績

（出所）内閣府 民間資金等活用事業推進室プレスリリース「令和4年度のPFI 事業の実施状況を取りまとめました」（2024年1月12日）



18（出所）内閣府 PFI推進委員会 計画部会 第27回 資料「新たな目標設定における検討事項（参考資料）」（2021年10月15日）

２．PFIの事業スキーム



３．ＶＦＭの考え方
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定量化しにくい



４．PFIの発注方式

（出所）みずほ総合研究所株式会社「2014年6月2日 PFIの現状について」を加工 20
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５．PFIの実施状況

21（出所）内閣府 民間資金等活用事業推進室プレスリリース「令和4年度のPFI 事業の実施状況を取りまとめました」（2024年1月12日）

PFI事業数の推移



５．PFIの実施状況
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PFI事業の契約金額の推移

（出所）内閣府 民間資金等活用事業推進室プレスリリース「令和4年度のPFI 事業の実施状況を取りまとめました」（2024年1月12日）



５．PFIの実施状況
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コンセッション方式の事業数の推移

（出所）内閣府 民間資金等活用事業推進室プレスリリース「令和4年度のPFI 事業の実施状況を取りまとめました」（2024年1月12日）
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（出所）内閣府 PFI推進委員会 計画部会 第35回 資料「PPP/PFI推進アクションプラン（令和5年改定版）フォローアップ」（2024年3月12日）



25

５． PFIの実施状況

（出所）内閣府 民間資金等活用事業推進室プレスリリース「令和4年度のPFI 事業の実施状況を取りまとめました」（2024年1月12日）
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 公園や河川敷については、民間事業者に収益施設の設置を
認めて使用料を徴収し、維持管理費用に充当する動きが拡
がっており、事業者の採算性向上に配慮して、施設設置期間
の長期化が図られている。

 17/5月に都市公園法が改正され、「公募設置管理制度」
（Park-PFI）に基づく事業者の占用許可期間を延長（10年
以内→20年以内＜PFI事業化すれば、30年以内＞）。

 11/3月に河川敷地占用許可準則が改正され、事業者に
よる収益施設の設置を目的とする河川敷の占有が可能と
なった（占用期間：10年以内）。

 現在、占用期間を20年に延長する取り組みなどが進
められている。

６．PPPへの取り組み
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（出所）国土交通省「公募設置管理制度（Park-PFI）の活用状況（令和5年3月31日時点）」
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 インフラの維持管理については、性能発注を前提とする包括
的民間委託の動きが拡がっている。

 上下水道については、浄水場や下水処理場について、複
数年契約による包括的民間委託が進んでいるが、最近で
は、管路を対象に含める事例も増えている。

 道路、河川などについては、複数の維持管理作業をまと
めることによって事業規模の拡大を図り、事業者に複数年
契約で一括委託するケースが増えてきている。

６．PPPへの取り組み
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 近年では、PPP/PFI事業について、新たな手法の導入もみられ
るようになった。

① PPPエージェント方式

 盛岡バスセンター整備事業

 盛岡市動物公園再生事業

 大東市北条まちづくりプロジェクト（morinekiプロジェクト）

② 成果連動方式の導入

 島田市金谷地区生活交流拠点整備運営事業（PFI事業）

 府中市道路等包括管理事業（PPP事業）

７．PPP/PFI事業への新手法の導入
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時 期 施 策

1999年 7月 「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」
（ＰＦＩ法）制定

2001年12月 ＰＦＩ法第一次改正（行政財産貸付制度の導入）

2005年 8月 ＰＦＩ法第二次改正（改修事業を適用対象に追加）

2011年 5月 「関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管
理に関する法律」（関空・伊丹統合法）制定

2011年 6月 ＰＦＩ法第三次改正（公共施設等運営権方式＜コンセッション方式＞導入、
民間資金等活用事業推進会議の設置など）

2013年 6月 ＰＦＩ法第四次改正（民間資金等活用事業推進機構の設立など）

「PPP/PFIの抜本改革に向けたアクションプラン」を策定

「民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律」（民活
空港運営法）制定

2014年 6月 アクションプランに係る「集中強化期間の取組方針について」を策定

Ⅳ．PPP/PFIの推進に向けた国の取り組み



１．ＰＦＩ法の改正等による新たな展開
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時 期 施 策

2014年 6月 道路法改正（立体道路制度の適用対象に高速道路を追加）

2014年12月 まち・ひと・しごと創生総合戦略を策定（以後、毎年度、改訂版を作成）

2015年 9月 PFI法第五次改正（コンセッション事業への公務員退職派遣制度の創設
など）

2016年 5月 「PPP/PFI推進アクションプラン」を策定（以後、毎年度、改訂版を作成）

2017年 5月 都市公園法改正（Park-PFI制度の導入など）

2018年 6月 ＰＦＩ法第六次改正（水道事業に係る財政融資資金の繰上償還に係る補
償金の免除措置など）

2018年12月 水道法改正（水道施設に関する公共施設等運営権の設定方法見直し
＜地方公共団体における水道事業認可の返上を不要化＞など）

2019年12月 第二期「まち・ひと・しごと創生総合戦略」を策定

2020年 5月 道路法改正（コンセッション事業の対象にバスターミナル等を追加）。

2022年12月 PFI法第七次改正（PFI対象施設の追加＜スポーツ施設、集会施設＞、
コンセッション方式に係る事業期間中の実施方針の変更手続の創設＜
施設の規模や配置の変更が可能となる＞、など）

2023年 5月 「生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する
法律」が成立（2024年4月に水道行政を厚生労働省から国土交通省に
移管）
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（出所）内閣府 PFI推進委員会 計画部会 第32回 資料「PPP/PFIに関する議論の状況について」（2022年5月26日）
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（出所）令和5年度北陸・中部・近畿ブロックPPP/PFI推進首長会議 内閣府資料「PPP/PFI推進に係る最近の国の動向と内閣府の支援制度」
（2023年10月23日）
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（出所）令和5年度北陸・中部・近畿ブロックPPP/PFI推進首長会議 内閣府資料「PPP/PFI推進に係る最近の国の動向と内閣府の支援制度」
（2023年10月23日）
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（出所）令和5年度北陸・中部・近畿ブロックPPP/PFI推進首長会議 内閣府資料「PPP/PFI推進に係る最近の国の動向と内閣府の支援制度」
（2023年10月23日）



36

（出所）令和5年度北陸・中部・近畿ブロックPPP/PFI推進首長会議 内閣府資料「PPP/PFI推進に係る最近の国の動向と内閣府の支援制度」
（2023年10月23日）
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（出所）農林水産省 水産政策審議会 漁港漁場整備分科会 第51回 資料「漁港漁場整備法の改正について」（2023年7月5日）
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（出所）令和5年度北陸・中部・近畿ブロックPPP/PFI推進首長会議 内閣府資料「PPP/PFI推進に係る最近の国の動向と内閣府の支援制度」
（2023年10月23日）
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（出所）内閣府 民間資金等活用事業推進室 「PFI事業の概要」（2023年7月5日）



40
（出所）内閣府 民間資金等活用事業推進室「ローカルPFIの推進について」（2023年6月6日）



 PFI法第6条では、事業者が具体的な施設を指定したうえで、地
方公共団体にPFI事業を提案できることを定めている

 当該団体は提案者に対する検討結果の通知義務（応答義
務）を負う。

 「6条提案」の実績は多くないが、ノウハウ・職員数の少ない地
方公共団体にPFI事業の組成を促す効果が期待できる。

 事業者に対する提案インセンティブ（審査時の加点、提案
者との随意契約など）が必要。

 民間提案制度を持つ地方公共団体のうち、インセンティ
ブを制度化している先は2割程度にとどまる。

 提案を受けた地方公共団体では、検討コストが必要となる
ほか、提案～事業化に時間を要するケースもみられる。 41

Ⅳ．PPP/PFIの推進に向けた国の取り組み



42（出所）内閣府 PFI推進委員会 計画部会 第33回 資料「アクションプラン（令和4年改定版）フォローアップ」（2023年3月10日）



Ⅴ．PFI事業の論点

１．地方公共団体の案件組成への取り組み

２．地域企業の取り組み

３．プロジェクトのリスク管理等

（１）過去の事例から学ぶ

（２）物価変動や不可抗力への対応

43
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（出所）令和5年度北陸・中部・近畿ブロックPPP/PFI推進首長会議 内閣府資料「PPP/PFI推進に係る最近の国の動向と内閣府の支援制度」
（2023年10月23日）

１．地方公共団体の案件組成への取り組み
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（出所）令和5年度北陸・中部・近畿ブロックPPP/PFI推進首長会議 内閣府資料「PPP/PFI推進に係る最近の国の動向と内閣府の支援制度」
（2023年10月23日）
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 地域企業の中には、「大企業のコンソーシアムに構成企業とし
て参画し、ノウハウを習得した後、自らが代表企業となってコン
ソーシアムを組成する」先も増えてきている（鳥取県内や山口県
内の事例など）。

 地方では、インフラ整備の一巡（上下水道、道路）、人口減少
等から、インフラ新設工事が減少しており、地域の建設会社
は事業構造の見直しが必要となってきている。

 PPP/PFI事業は、設計・建設のみならず、維持管理・運営も
担う長期プロジェクトであることから、地域の建設会社にとっ
ては、経営の安定化につながる。

 地方では、事業承継の難航等もあって、建設会社の廃
業が進んでおり、災害復旧や冬季の除雪などに影響が現
れ始めている。

２．地域企業の取り組み
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（出所）国土交通省プレスリリース「全国の建設業許可業者数は5年ぶりの減少～令和4年度末の建設業許可業者数調査の結果～」（2023年
5月24日）

都道府県別許可業者数増減率（都道府県毎のピーク時との比較）
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 「地域企業が手掛けやすいPFI/PPP事業」を通じ、地域企業や
地方公共団体が知見・ノウハウを高めていく取り組みもみられる。

 公営住宅は、①事業規模が小さい、②高度な建築技術を必
要としないケースが多い（RC造が施工可能なレベル） 、③公
営住宅法等により、家賃決定、入居者募集、家賃滞納者対応
などは地方公共団体が担う扱いとされている。

 子育て世帯向けの「定住促進住宅」（地域優良賃貸住
宅）の新設に係るPFI事業が増加している。

 但し、公営住宅の新設・建替に際しては、地域内の民営
貸家（空家）の借上可否等を十分に検討する必要がある。

 小中学校の空調整備・耐震化事業、浄化槽整備事業なども、
地域企業が落札しやすい事業内容・規模と考えられる。

２．地域企業の取り組み



３．プロジェクトのリスク管理等
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（１）過去の事例から学ぶ

 過去には、事業期間中に契約が解除された事例や、代表企
業が経営破綻し、事業継続が困難となった事例などがみられる。

① 地方公共団体によるPFI契約の解除事例

 初期の病院PFI、学校等PFIなど

② 独立採算型事業における代表企業の破綻

 タラソ福岡、名古屋港イタリア村

③ 資金調達が難航し、工事が遅延した事例

 田川伊田駅舎施設運営事業（コンセッション事業）
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（２）物価変動や不可抗力への対応

 近年、物価上昇や人手不足等を受けて、物価変動リスクが
顕在化し、PFI事業の入札不調が増加傾向にある。

 建設期間中に物価が上昇した場合、公共工事標準請負
契約約款では、残工事費の1.5％まで受注者（事業者）が
負担し、その他の部分は発注者が負担するルールを定め
ている。

 物価変動幅について、「どの時点から起算して計測す
るか」という点について官民間で見解が異なったり（基
準日問題）、事業者が膨大なエビデンスの提出を求め
られたりするケースもみられる。
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（出所）国土交通省プレスリリース「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価について」（2024年2月16日）

（出所）国土交通省 持続可能な建設業に向けた環境整備検討会 第1回 資料「最近の建設業を巡る状況について」（2022年8月3日）
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（出所）内閣府 PFI推進委員会 計画部会 第35回 資料「PPP/PFI推進アクションプラン（令和6年改定版）の方向性（案）」（2024年3月12日）
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 施設竣工後に物価上昇が発生した場合、物価指数連動
方式により、サービス購入費を増額改訂することが定めら
れているケースが多い。

 サービス購入費の改訂にはタイムラグ（最長1年間程
度）を伴う。

 「物価指数の動き」と「当該地域における事業コスト
の動き」は必ずしも一致するわけではない。また、政策
変更等（授業料無償化など）が指数の動きに影響する
ケースもみられる。



54（出所）内閣府「PPP/PFI事業における物価変動の影響への対応について（通知）」（2024年1月19日）
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 近年の災害増加傾向も踏まえ、不可抗力リスクへの対応
（官民間のリスク分担）も、事業契約に予め詳しく記載しておく
ことが望ましい。

 建設中に災害の被害を受けた場合については、公共工
事標準請負契約約款は、「受注者から損害による費用負
担の請求があったときには、（中略）発注者は請負代金額
の百分の一を超える額を負担しなければならない」と定め
ている。

 内閣府では、2020年7月に、①コロナ禍は不可抗力
（フォース・マジュール）に該当すること、②物件以外の損
害も含まれること、を地方公共団体に通知。
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（出所）内閣府 PFI推進委員会 計画部会 第24回 資料「PFI事業における新型コロナウイルス感染症に伴う影響に対する対応等につ
いて（通知）」（2020年11月17日）



（出所）内閣府 PFI推進委員会 計画部会 第24回 資料「PFI事業における新型コロナウイルス感染症に伴う影響に対する対応等につ
いて（通知）」（2020年11月17日）
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 近年、物価変動リスクや不可抗力リスクを巡って、事業者
の不満が高まっている。

 地方公共団体が策定した「実施方針」の「リスク分担
表」（通称：星取表）において、地方公共団体・事業者の
双方がリスクを分担することが定められているにもかか
わらず、実際には、事業者にリスクが片寄せされるケー
スが少なくない、と言われている。

 公共工事標準請負契約約款には、物価変動や不可抗
力について、「（受発注者間の）協議開始の日から〇日
以内に協議が整わない場合にあっては、（対応内容を）
発注者が定め、受注者に通知する」との文言が記載され
ているが（第26条3項、第31条1項）、PFI事業は「官民対
等」（イコール・フッティング）の理念に基づくため、こうし
た考え方は必ずしも馴染まないのではないか。



 PPP/PFI事業において、金融機関は融資にとどまらず、取引先
支援の一環として、地方公共団体や事業者に対する助言・提案、
代表企業へのビジネスマッチングなどに取り組むことが可能。

① 案件組成段階

 事業スキームや採算性などに懸念のあるPFI事業について
は、地方公共団体に改善を提案する必要がある。

 地方公共団体の案件組成作業の「ごく早い段階」（事業構
想段階）から深く関与することにより、事業内容の見直しが
難しくなる前にきめ細かな提案・助言を行うことが重要。

 グループ内で厳格なファイアウォールを設けるのであれば、
銀行（事業者向け融資）とコンサル子会社（地方公共団体向
けFA）で役割を分担することにより、利益相反を回避できる。

Ⅵ．PPP/PFI事業における地域金融機関の役割
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② 事業者選定段階

 応札を検討している地域企業に対して、地域金融機関
がPFIの事業スキーム、提案書の書き方、長期計画の策
定、などをアドバイスするケースがみられる。

 コンソーシアム組成に際しては、地域金融機関がビジ
ネスマッチングを通じて、取引先を代表企業に紹介する
ことが可能。

 コンソーシアム組成に際して、代表企業（地域の建
設会社など）は、運営・維持管理を担う企業（異業種
であるケースが多い）を探す必要がある。

Ⅵ．PPP/PFI事業における地域金融機関の役割
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③ 事業開始後

 金融機関は、 融資先（SPC）の事業運営に関して深度
のあるモニタリングを行うため、地方公共団体によるモ
ニタリングを補完する役割を果たすことが可能。

 地域金融機関が、地方公共団体、代表企業、構成
企業、協力企業に個別にヒアリングし、それぞれの
説明内容を突合することにより、運営リスクの早期発
見に取り組んでいる事例もみられる。

 施設トラブル（破損、劣化）、物価上昇、不可抗力など
が発生した場合、地域金融機関が中立的な立場から官
民間の「橋渡し役」を担い、双方の主張を聞いて、着地
点を探っていく取り組みが可能なのではないか。

Ⅵ．PPP/PFI事業における地域金融機関の役割
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 施設竣工後の物価上昇局面における「サービス購入費
改訂のタイムラグ」に備えるため、金融機関がSPCに運転
資金融資を行う仕組みを、事業契約に予め織り込んでおく
ことも検討の余地があるのではないか。

Ⅵ．PPP/PFI事業における地域金融機関の役割
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